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事業所名 self― A・ ハニービー神田

住  所 石川県金沢市神田2丁 目2番 19号

電話番号 076-244-3667

令 和 6年      4月       12日

就労継続支援A型事業所におけるスコア表 (全体 )

事業所番号 1710103456

管理者名 酒井 員里

対象年度 R6年度

(V)地域連携活動

地域の事業者と連携した付加価値の高い商品開発、企業や官公
庁等での生産活動等地域社会と連携した活動を行い、その結果
をインターネット等により公表している

O
10

点

(Ⅵ )経営改善計画

経営改善計画の提出を求められていない。または、経営改善計
画の提出を求められているが、指定された期日までに提出して
いる。

O 0

点

(Ⅷ )利用者の知識・能力向上

前年度において、就労継続支援A型事業所等が利用者の知識及
び能力の向上に向けた支援を行い、当該支援の具体的な内容を
記載した報告書を作成し、インターネットの利用その他の方法
により公表している。

○
10

点

合計

130
点   /200点

て し

(1)労働時間

①l日 の平均労働時間が7時間以上

40

占

②l日 の平均労働時間が6時間以上7時間未満

③l日 の平均労働時間が5時間以上6時間未満

④l日 の平均労働時間が4時間30分以上5時間未満

⑤l日 の平均労働時間が4時間以上4時間30分未満 ○

⑥l日 の平均労働時間が3時間以上4時間未満

⑦l日 の平均労働時間が2時間以上3時間未満

③l日 の平均労働時間が2時間未満

(Ⅳ) 支援力向上 (※ )

(DI山[笏iコ雷彊E奎:こユ上ュ上.公」艶]五1墾鐘ζ上:Lゼ 」ゝま1塑I修金

15

参加した職員が 1人以上参加している O

②][医 豊̈会隻x盤室La孟笠Lと述主【壺壺

1回 以上の場合 O

Ω搬組重褻lの実施理趣Ш込五

いずれか一方のみの取組を行つている ○

④鰤艶口c適談登髪望彦血

1回 以上の場合 〇

Ω艶塾型壺劃幽劃豊

人事評価結果に基づき定期に昇給を判定する
制度を設け、全ての職員に周知している

○

⑥ピz量ポ=立=⊇里置

ピアサポーターを職員として配置している

②箆三貴証皿

過去3年以内の福祉サービス第二者評価を
受審しており、結果を公表している。

ΩEl回腱整」ヒ盟些塾主産地上規」望当き2虜忍証笠

都道府県知事が適当と認める国際標準化規格が定めた
規格その他これに準ずるものの認証を受けている

小計 (注2) 点

(I)生産活動

①過去3年の生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者
に支払う賃金の総額以上

40

②過去3年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の各
年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者
に支払う賃金の総額以上

③過去3
収支のみ

年の生産活動収支のうち前年度における生産活動
が前年度に利用者に支払う賃金の総額以上 ○

④過去3年の生産活動収支のうち前々年度における生産活
動収支のみが前々年度に利用者に支払う賃金の総額以上

⑤過去3年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の各
年度における生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者
に支払う賃金の総額未満

⑥過去3年の生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者
に支払う賃金の総額未満 占

〔

(Ⅲ )多様な働き方 (※ )
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15

就業規則等で定めている ○

②狙蓄箋鐵岨上上工劉塾量範度

就業規則等で定めている ○

ΩI在趨襲螢上壺過五働i劉包虹劇鬱出笙

就業規則等で定めている ○

⊆Σ乙レ_2∠22生生」LttL二五スと当」□蚤」生

就業規則等で定めている ○

Ω卸墨轟虚L工生馳嘘釜

就業規則等で定めている ○

Ω塵裁嘘出 1度Lヱ類強峰止

就業規則等で定めている ○

②ヨ艶ヒ饉」Ш日超E:豊聞里螢[敦得Xl趣曇m埜建麹1度

就業規則等で定めている ○

Ω劇劃榔ユ皇こ幽聾L趾色錮鍾

就業規則等で定めている ○

小計 (注 1) 点

項 目 点数

労働時間 5点    20点   30点 40点   55点  65点    80点   90点

生産活動 20点  ~10点  20点 Q貯∞憮咆劣50点 60点

多様な働き方 0点    5点 15点

支援力向上 0点    5点    15点

地域連携活動 0点 10点

経営改善計画 50点

利用者の知識
・能力向上

0点 10点

0点


